
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体） 

電動式塵芥収集車導入補助事業実施要領 

 

１ 目的 

この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体）交

付要綱（平成 24 年４月５日環地温発第 120405005 号環境事務次官通知。以下「要

綱」という。）第４条第１項第３号に定める電動式塵芥収集車導入補助事業（以

下「事業」という。）の実施に関して必要な細目等を定めることにより、人の健

康の保護並びに生活環境及び地球環境の保全に資することを目的とする。 

 

２ 定義 

この要領における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）「電動式塵芥収集車」とは、積込排出機構の動力源が主として電力である

廃棄物収集車をいう。 

（２）「廃棄物収集車」とは、地方公共団体等が、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和 45 年法律第 137 号）の規定に基づく廃棄物の運搬の用に供し、

かつ、廃棄物処理基準のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭

和 46 年政令第 300 号）第３条第１号ハに規定する基準に適合する自動車であ

って、その用途が特種用途自動車であり、かつ、その車体の形状が塵芥車で

あるものをいう。 

（３）「天然ガス自動車」とは、圧縮天然ガスを原動機の燃料として用いる検査

済自動車をいう。 

（４）「ハイブリッド自動車」とは、内燃機関及び補助機関（電動機又は油圧モ

ーターに限る。）を原動機として搭載した検査済自動車のうち、走行条件に

応じて当該補助機関の出力を利用する機構を有するものをいう。 

 

３ 事業の実施主体 

事業の実施主体は、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び地方

公共団体が出資して設立された団体であって出資比率が 50％以上のもの（以下「地

方公共団体等」という。）の長とする。 

 

４ 事業の内容 

事業の内容は、要綱第４条第１項第３号に掲げる電動式塵芥収集車の導入（購

入（改造を含む。））とする。 

 

５ 交付の対象 

（１）交付の対象 

要綱第２条の目的を達成するため、電動式塵芥収集車の導入事業を実施する

ために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣等が認める経費（以下

「補助対象経費」という。）について、要綱に定めた年度別事業計画書の様式

に従って計画を策定した地方公共団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付



する。 

（２）交付の対象となる事業の要件 

ア 地方公共団体等の業務（委託業務を含む。）のうち、電動式塵芥収集車（車

両総重量 3.5t 超の廃棄物収集車に限る。以下同じ。）を導入する業務である

こと。 

イ 車載した二次電池に外部から充電する方式のものにおいては、４kWh 以上

の容量の二次電池を搭載すること。 

ウ 車載した専用の発電機（５kVA 以上）で発電した電力を蓄電装置に充電す

る方式のものにおいては、車両減速時回生エネルギーで発電する制御を有す

るとともに、蓄電装置の容量は 200Wh 以上であり、走行充電と積込作動を繰

り返すことができる構造であること。 

エ イ又はウの方式により、空車から満積載し、排出するまでの一連の作業を、

積み込み時にエンジンを停止した状態で行うことができること。 

 

６ 事業の実施方法等 

（１）二酸化炭素削減量の把握等 

事業の実施主体は、補助事業の実施による二酸化炭素の削減量を把握するこ

ととする。 

  また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供するこ

ととする。 

（２）事業報告書の提出 

事業主体は、補助事業を実施した年度ごとに、補助事業で導入した自動車の

使用開始の日からその年度の３月末までの期間及びその後の３年間の期間につ

いて、事業の実績及び二酸化炭素の削減量等を毎年度取りまとめた事業報告書

を別紙様式により作成し、当該年度の翌年度の４月３０日までに環境大臣に提

出するものとする。 

 

７ 交付対象事業の制限 

（１）この補助金は電動式塵芥収集車の導入に関する他の補助金を受けた事業に

は交付しないものとする。 

（２）別表に掲げる種目に応じた基準額と補助対象経費の実支出額とをそれぞれ

比較して、少ない方の額を選定する。 

 

附 則 

この実施要領は、平成２４年４月５日から施行する。 

 

附 則 

 この実施要領は、平成２５年５月１５日から施行する。 

 

 

 



別紙様式（電動式塵芥収集車導入補助事業の事業報告書の作成例） 

平成○年度電動式塵芥収集車導入補助事業の事業報告書 

 

平成○年○月○日 

事業者名 

事業代表者の職・氏名 

 

１．事業の名称 

  ○○○事業 

 

２．事業の概要 

 【補助事業で導入した自動車の車種、台数等を記載する。】 

 

３．事業の実績 

 【本報告の対象とする年度（補助事業で導入した自動車の使用を開始した年

度においては、使用開始の日からその年度の３月末までの期間。以下同

じ。）における補助事業で導入した自動車の用途、走行距離等を記載する。】 

 

４．二酸化炭素の削減量 

（１）削減量（実績） 

 【補助事業の実施による本報告の対象とする年度における二酸化炭素の削減

量について、算定方法及び算定根拠と併せて記載する。また、当該年度の

光熱水量のデータ等、算定根拠として使用した具体的資料を添付する。】 

 

（２）実績報告書における削減量に達しなかった場合の原因 

 【（１）の削減量（実績）が、実績報告書に記載した二酸化炭素削減量に達

しなかった場合に、その原因を分析し、その結果を詳細かつ具体的に記載

する（実績報告書に記載した二酸化炭素削減量に達した場合は、記載を要

しない。）。】 

 

５．今後の取組 

 【本報告の対象とする年度の翌年度以降の取組予定について、有望性や課題

を含めて記載する。】 

 

【用紙は日本工業規格Ａ列４番の用紙を用い、文字の大きさは10～12ポイント

程度、フォントは自由とする。】 

 

【罫線は削除して差し支えない。】 

 

【ページ番号を付す。】 

 



別 表 

 

１ 種 目 ２ 補助金の基準額 

（１）電動式塵芥収集車 7,000 千円 

（２）ハイブリッド自動車（（１）の導入にあたり、同

時に当該車両をハイブリッド自動車とする事業に限る） 
835 千円 

（３）天然ガス自動車（圧縮天然ガス及び液化天然ガス）

（（１）の導入にあたり、同時に当該車両を天然ガス自

動車とする事業に限る） 

900 千円 

 

 



二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体） 

先進的次世代車普及促進事業実施要領 

 

１ 目的 

この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体）交

付要綱（平成２４年４月５日環地温発第 120405005 号環境事務次官通知。以下「要

綱」という。）第４条第１項第２号に定める先進的次世代車普及促進事業（以下

「事業」という。）の実施に関して必要な細目等を定めることにより、人の健康

の保護並びに生活環境及び地球環境の保全に資することを目的とする。 

 

２ 定義 

要綱及びこの要領における用語の定義は、要綱に定めるもののほか、次の各号

に掲げるとおりとする。 

（１）「燃料電池自動車」とは、原動機として燃料電池（燃料の化学反応により

直接電気を発生させるもの。）のうち水素を燃料とするもの又は水素を燃料

とする燃料電池と蓄電装置によって駆動する電動機のみを搭載した検査済自

動車をいう。 

（２）「水素自動車」とは、水素を燃料とした内燃機関を原動機として搭載した

検査済自動車（補助的に水素以外の燃料を併用できるものを含む。）又は水

素を燃料とした内燃機関を有する自動車で併せて電気及び蓄圧器に蓄えられ

た圧力を動力源として用いる検査済自動車（補助的に水素以外の燃料を併用

できるものを含む。）をいう。 

 

３ 事業の実施主体 

事業の実施主体は、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び地方

公共団体が出資して設立された団体であって出資比率が５０％以上のもの（以下

「地方公共団体等」という。）の長とする。 

 

４ 事業の実施方法等 

（１）事業の内容は、地方公共団体等が実施する業務（委託業務を含む。）のう

ち、要綱第４条第１項第２号に掲げる燃料電池自動車又は水素自動車を導入

する業務とする（ただし、リースによる導入に限る。）。 

（２）要綱第２条の目的を達成するため、燃料電池自動車又は水素自動車の導入

事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣等が

認める経費について、要綱に定めた年度別事業計画書の様式に従って計画を

策定した地方公共団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（３）燃料電池自動車又は水素自動車は、事業主体の責任のもとで適切な維持管

理が講じられるものであることとする。 

（４）事業の実施主体は、補助事業の実施による二酸化炭素の削減量を把握する

こととする。 

   また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供する



こととする。 

 

５ 交付対象事業の制限 

この補助金は、燃料電池自動車又は水素自動車の導入に関する他の補助金を受

けた事業には交付しないものとする。 

 

附 則 

この実施要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この実施要領は、平成２４年４月５日から施行する。 

 

附 則 

この実施要領は、平成２５年５月１５日から施行する。 


